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西ドイツ労働組合の成立

一一西ドイツにおける労働組合の再建過程(2)一一

久本 憲 夫

は じ め に

前稿では，連合軍による占領直後に展開された酉ドイソ各地の労働組合結成

活動を見ていった ο そこで特徴的であった点は，広義の統組合がいたるとこ

ろで志向されており，そのなかでは集権的統一組合が上部組識としての統一組

合に比して優勢であったこと，ヴァイマル期以来の古参組合指導者が第二次大

戦後も指導的地位を確保したこと，であった。小論では，各地域で孤立して行

われた組合結成活動が西側占領地区レヴェノレでいかに統合されていったかを見

てゆく。そのさい，イギリス占領地区に重点、を置き，アメリカ，フランス占領

地区は刊随的に扱う。ノレーノレ工業地帯を含むイギリス占領地区の労働組合活動

が最も活発であり，西ドイツ労働組合運動を主に規定していたと考えられるか

らである。また，統一労働組合運動の焦点となった，職員組合が統一組合から

分立してゆく過程も， ドイツ労働組合総同盟 (DeutscherGewerkschaftsbund. 

DGB) との関連において扱う。なお，時期はイギリス占領地区 DGBが結成さ

れる1947年4月ごろまでに限定する。なぜならば，イギリス占領地区 DGBの

結成大会をもって，集権的統一組合か上部組織としての統一組合かという論争

に決着がつき， ドイツ職員組合 (DeutscheAngestellten-Gewerkschaft， DAG) 

が DGBから分立してゆ〈過程も明らかになるからである。

I イギリス占領地区

1940年秋の時点でイギリス占領地区内には労働組合活動の中心が 3つあった。
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ベックラーを中心とするノノレトライン，カーノレを中心とするハノーファー，そ

してシュプりー}を中心とするハムフソレクである。ノノレトライ Y とハノーファ

ーでは集権的統一組合モデノレが，ハムプルクでは上部組織としての統一組合モ

デノレが追求され亡いた。

第 1表 イギリス占領地区における労働組合員数(単位千人〉

ld実13態15持 7諜 13主lJ主
ノルトライン 。 28旧 399 410 441 481 

ヴz ストファーレ γ O 18 237 321 435 461 

ニーダーザクセン 38 148 273 233 283 445 

ハムプルク 108 138 149 159 173 188 

1ン品レスヴィイッヒ
=ホルシュタ ン

。 14 37 40 62 77 

イギりス占領地F計 l 同o1 1，蜘 11，1631 酬 11， 

1) GBZ， S.28-41より作成。ただいニーダーザクセンからプレーメンの組合員数を
除いた。プレーメンは昔働組合の地域割りではニーダ ザクセンに含まれるが，アメ
リカ占領地区に属していたからである。

2) 組合員数は，宵の位を問捨:ELALた。

このような組織形態の違いを統一するために，ベッグラーとカ ノレはオスナ

プリュックで会議を持つことに合意したが，ハムフ'ノレク・モデノレが否定される

のを恐れたvュプリートは出席を断った。 ζ の会議はハムァソレグを除く主要都

市町指導的労働組合員を集めて， 1945年 9月に行われた。それは地区を越えて

行われた最初の会議であり，相互の情報交換や統一的な方針の決定に役立った

と言われているu。

しかし，この会議の最中にもノノレトラインやヴェストファーレンで集権的統

一組合に対立する動きが現われている。たとえば，ノレール工業地帯の鉱山・鉄

鋼部門では当初から産業別組合への志向が強かったが，パーターノレやニーンプ

ノレグでも鉄道員たちが組合結成の動きを見せ 8月にはオy、ナプリュックでキ

1) Die Gewerkschaftsbewegung in der britischen Besatzungs却 ne，KdJn o. J. S. 43 (以下
GBZと略記); 1. Klein， Vereint sind sie alles?， Hamburg 1972. s. 354 j D Ross， Gewerks 
chaften und sozial Demokratie， phil. Diss， Bonn 1975. S. 275 
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リスト教労働組合結成の動きさえ起こっている。
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だが，これらの動きよりもはるかに重要なイ Yハグトを持っていたのはイギ

リスである。イギリ只軍政府は集権的統一組合を阻止しようとした。この動域ー

については議論のあるところだが"大きく 2つに分けられよう。まず軍事的

安全の確保である。つまり，占領軍にとってみればドイツ国民全体がナチスで

あり彼らに強大な組織を認める乙と自体，危険なことであ勺た。次に，共産主

義に対する恐怖である。指導権を社会民主主義者が握っている時はともかく，

いったん共産主義者が握れば集権的な統一組合は占領軍にとって非常に危険な

ものになる。いずれにせよ，ナ手スの経験から，組織に従順で民主主義精神の

弱いドイツ人 Fいう印象世多〈のイギリス人将校が持っていたように思われる。

したがって，軍政府はこの形態の労働組合を認めるわけにはいかなかった。

軍政府はベヅグラープラ γを日且止しようとした。ただ，強制による集権的統

一組合の禁止と産業別組合の導入は政治的なイメージを悪化させるし，彼らの

民主主義理念にも反するので避けられねばならなかった。そこで軍政府は一方

でノノレトライ γ，ヴェストファーレンで 3段階計岡の第2段階を許可しないこ

とで労働組合活動を停滞させ，他方で外交的策略を利用することにした。つま

り，都市・郡νヴェルで組合結成の準備は認めるものの組合員募集や組合費の

徴収さらには事務所の借受けさえ許きないという抑圧的政策をとり他方でイギ

リス労働組合会議 (TradeUnion Congress， TUC) に派遣出を要請したので

あるの。

独自に準備を進めていた TUCは，これを受けて1945年10月にドイツヘ派遣

団を送る ζ とを決定した。そして， こり派遣団は11月23日にアュッ七ノレドノレプ

でベックラーら指導的組合員と会談を行った。席上， ドfヅ側が集権的統組

2) R. Steininger， England und die deutsche Gewerkschaftsbewcguug 1945/46， in; Archiり

fur Sozialgeschichte， 18 (1978) S. 64f， 86; S. Mielke， Grenzen und Motiv der Einflusnahme 
der amerikanischen勘1ilitarregierungauf den Aufbau und die Organisationsstruktur der 

Gewerkschaft in der ame品tanischenBesatzungszone， in: lnternalωnal Wissenscha.Jtliche 
Korrestondenz zur Gωchichte der deutschen Arbeiterbewegung， 14 (1978) S. 187~202 

3) Steininger， a. a. 0.. S. 70-86 
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合プラ Y を示したのに対L，派遣団はハムフ勺レク・モデノレつまり目立的な職員

組合を含む産業別組合が包ましいと示唆した。この場では意見の交換にとどま

ったものの，派遣団は最後の訪問地ベノレローンからベックラーに宛てた手紙の

なかでさらに同じ助言を繰り返しているヘ

彼らは次いでハムプノレクも訪問したが，ハノーファーへは行かなかった。な

ぜならば， そこでは軍政府当局が狭義の統一組合たる「一般組合」をすでに11

月7日に認可していたからである。

ノルトライソの約40名の指導的組合員を集吟て，暫定労働組合委員会が11月

28日に開かれた。席上，ベッグラーたちは従来の集権的統 組合モデノレを断念

t-， TUC派遣団の「助言」を受け入れるとと者表明した。続いて100名以上の

各地区の代表者を集めて行われた12月7日の会議で，ベックラーは次のように

述べている。 1心苦しいけれども我々の今までの意図から離れ，外国の友人た

ちの親切な助言に従うほかに何も残きれていないと私は信じる」引と。確かに，

ベッグラーは経済と国家における労働組合運動の課題を達成するためには集権

的統一組合が最適だと信じていた。しかし，第2段階に入れなければ労働組合

活動は事実上不可能だった。つまり 1我々は認知され，活動しなければなら

ない。しかしどうすれば我々にはそれが可能になるだろうか。もし，我々がプ

ヲンを変史すればそれは可能になる。すなわち，我々は我々の広範で包括的な

プランを見失うことなく，さしあたって自律的な労働組合を設立しなければな

らな古車つ」た∞。

挙手による採決の結果，約5分の 4の賛成で組織プランの変更が決まった。

しかし，それはハムプノレグ・モデルではなかった。つまり，ハムプノレク・モデ

ノレでは，職員は労働者と別に職員組合に組織されることになヮていたけれども，

ここでは 11事業所 1労働組合」の原則が貫徹t-， 職員のみの組織は継続審議

4) V gl. ebenda. S. 113 
5) 90 Jahre lndustriegewerkschaft 1891 bis 1981， Frankfurt am Main 1981， S. 349 

6) GBZ， S. 658; E. Schmidt， Die verh叩 derteNeuordnung 1945-1952， Frankfurt am 

Main' Koln 1970，' S. 41 



西ドイツ労働組合の成立 (17) 17 

となったものの，結局認められなかったからである円。

• ここで決定した規約を軍政府は1946年 1月に認可し，ノノレトラインの組合活

動は第 2段階に入ることになる。また， 1945年10月の時点で 360以上の労働組

合が存在していたヴェストファーレンでも産業別組合原則が強要されたω。 い

まや，ノノレトヲインとヴェストプァーレンでの産業別組合原則の採用とともに

イギリス占領地区内での労働組合形態をめぐる勢力関係は完全に逆転した。集

権的統一組合はニーターザクセンだけで存在していた。ノノレトヲイ γ と異なっ

て，ここでは一般組合は第2段階に入り， しばら〈の間独自の展開を遂げたの

で以下やや詳し〈その過程世扱うととにし上-J9)。

ニーダーザクセンの中心，ハノーファーでは1945年 5月の集会で暫定執行部

が選出され他地域でも 6月から12月にかけて集会が活発に行われていった。 ド

イツ全土に集権的な統一組合への志向が存在していたにもかかわらず，ヱーダ

ーザクセンだけでそれが実現しえたのは労使関係将校フ。ラーマノレとカーノレの活

躍に負っていると言えよう。プラーマノレは多〈の保守的なイギリス人将校たち

と違って，彼の権限の枠内で，カーノレらに積極的に協力したのである山。

さて，ハノーファーでも 1945年 4~5 月の組合結成運動は，軍政府による 3

段階計画の適用によって御破算となり，再びいちから始めなければならなかっ

た。つまり，組合結成のためにはまず軍政府に集会の許叫を申請しなければな

らず，許可を得ても集会は産業別・職業クVレープ別に行わねばなら白かった。

ノ、ノーファ ではこの許可は 9~10月に与えられてい与。軍政府は集会を監視

し，他方，選挙管理執行部は軍政府に提出する報告を作成し，選挙を監視L，

結果を議事録に Lなければならなかった。

7) Ross， a. a. 0.， S. 283. 
B) GBZ， S. 659; Schmidt， a. a. 0.， S. 42 

9) ユーダークセンに関しては， F. Hartmann， Geschichte der Gewerkschaftsbewegung nach 
1945 in NiedersackseηI Hannover 1972に主に怯拠している。

10) Vgl. Steininger， a. a. 0.， S. 95-98. TUCの友人に宛てたプラーマノレの紙によれば， 軍政府
内の将校の多〈は'yi働組合に敵意をもっていた。プラーマルはこの手紙のなかで彼らをはっきり
と批制している。 tt.to.ブヲーマノレは1946年に労働党所属の下院議員となる。
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結果ははっきりとしていた。 l方 8千名余りの被用者のうち，実に 94.6%が

一般組合をえ持したのである。これに基づいて. 10月18日に一般組合認可の申

請が出され.11月 7日に軍政府は認可を与えた。なお，この一般組合は執行部

も方針も 5月のものとほとんど同じであった。

この間，カーノレは一般組合を全竺ーダーザグセ νに拡大しようと精力的に活

動しており，その手段として往復書簡を盛んに利用していた。そ Lて，ニーダ

ーザクセ Y の他地域でも組合結成活動は進んでいった。たとえば，ハノーファ

ーの認可に先立つ10月15日にはオスナプリュックで狭義の統一組合が認可を受

け FDGB を名のった。最終的には，エーダーザクセンの約50の地区がこの労

働組合形態を採用いただ3つの地区でのみ結果は異なっていたiυ。

州νヴェノレの一般組合設立を目的として. 1945年10月にニーダーザクセy委

員会カt作られる。さらに. 1946年1月には49の地区労働組合が参加して，ニー

ダーザクセンレヴェノレの会談がはじめて行われ 2月には書記局も結成された。

しかし. 12月7日のデュッセノレドノレフ会談以来，一般組合への風当たりがに

わかに強くなってくる。つまり，ノノレトライ γ とヴェストファーレ γ で産業別

組合形態を採用させることに成功したケニーは. 12月にニーダーザグセ yのプ

ラーマノレを訪問し，産業別組合の導入を試みている。だが， ブラーマノレはケニ

ーの干渉を退け，一般組合の発展を妨害しようとはしなかった回。

イギロス占領地区内では産業別組合結成への歩みが進んでいた。この動きに

抗して， カーノレは12月17日にロジドジの TUC 派遣団に宛てた手紙のなかで，

丁寧であるが断固として自己のプランを擁護し正当化した。その文面は.TUC 

に対し敬意を示したのち，以下のように続いている。 rこのよ号な敬意にもか

かわらず，私たちはあなたがたがノノレトライ Yや地域の同僚宛ての手紙のなか

で示した意見や方法は正し〈ないと言明せざるをえません。私たちも，正Lい

労働組合形態は一般または統一組合，つまり経済部門別，職業別グループに区

11) Hartmann. a， a. 0.， S. 58i GBZ， S. 33-37. 
12) 1. Kolb， Metallgewerkschαtften in der Nachkriegsze唱え Frankfllxtam Main 1970， S. 31; 

Schmidt， a. a. 0.， S. 42 
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別されたーつの労働組合形態であると考えています。つまり，それはノノレトラ

イン地域で成立 L，あなたがたが混乱させたのと同じ労働組合形態です。

私たちが概観しうる限り，あなたがたの訪問の時まで全ドイツで労働組合に関

心を持つ生産者による多数意志として，民主的なやり方で統一組合が要求され

ていました。ことに強調しなければならないのはl 統一組合を支持するこの考

えが個々の地域で相互に独立して呼び起こされたということです。yn と。こ

れに対L-，派遣団の 1人ハリ λ は集権的組織がナナλ 支配を可能にしたιと，

それが官僚化しやすいことなどの理由を示して，狭義の統 組合を否定した凶。

さて， 1946牛3月にハノーファーでリンデンで，イギリ 1 占領地区の組合指

導者がはじめて 堂に会 Lた。この第 1回労働組合会談で，カールは社会化や

計画経済などの課題を果たすために組合勢力の結集を説雪，これにベヴクラー

やベーム (HansBohm) も支持を表明した。また，ベックラーはこの場で産業

別組合結成を所与のものとしながらも，近い将来に集権的統一組合へ編成替え

する可能性を示唆している。これに対L，ハムフツレグの代表者は，職員を組織

するために職員のみの組織が必要であると主張した。結局， この会談では組織

問題は決着がつかず，次のような不明瞭な決議がなされたにすぎない。 1会談

は，課せられた任務を最も良い方法で達成することによってのみ，労働組合の

形態が規定されうるという把握で 致した。会談は，はっきりと次のことにつ

いて合意した。労働組合の最重要の課題つまり働く者の経済的利害の代表，青

少年の教育と世話，成人教育，そしてとりわけ経済における協力と共同決定は，

最も鋭い組織的総括と統一fじがある場合にのみ満足に解決されうる」山と。

この不明確な決議の結果，イギリ λ 占領地区内の各地域でそれぞれの組合設

立活動がさらに進むことになった。つまり，ノル}ライ γとゲェス!ファー ν

ンでは 11事業所 1労働組合」という厳格な産業別組合原則に， ハムフツレクや

，13) Vgl. Steininger， a._ a. 0.， S. 114-117 

14) Ebenda. S. 117f 

15) ProtokolI der 1 Gewerkschaftskonfe沼enzder britischen Zone vom 12. -14， 3. 1946 in 

Hannover-Linden (0. O. o. J.) in; Hartmann， a. a. 0.， S. 73 
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シュレスヴィッヒ=ホノレシュタインでは職員組合を認めるゆるやかな産業別組

合原則に，そしてニーダーザクセンでは狭義の統一組合の原則にそれぞれ従っ

て，労働組合設立活動が続行されたのである。

なお，この会談の成呆としては，調整審議機関たる占領地区執行部および占

領地区委員会の設立があげ bれよう。出領地区執行部は各管区代表のヘックラ

ヘ シュプリート，ベーム，カーノレと職員代表のデル (Wilhelm Dorr)，官史

代表の γ-:/' (Hans Jahn) の 6名から構成されており，軍政府によって労働

組合の暫定的な代表として認知された。また，占領地区委員会は執行部の諮問

機関と Lて各管区それぞれ 5名の代表者からなり，組織問題をはじめ多くの問

題を討議しだ。

きて，この間も TUCからカールに対する説得が続けられてゆ〈。たとえば

1946年春にはゴットフノレヒト (Hans Gottfurcht)16l が 7月にはシトリーネ

(Walter Citrine)17)を団長とする代表団がドイツを訪れたさい，エーグーザク

セYが一般組合を断念するように忠告している。だが依然としてカールはこれ

を拒否していた。

組織形態についての最終的な決定は， 1946年 8月21日から23日にかけてヒー

レフェルトで開かれた第2回占領地区労働組合会談でなされた。ここで，ベッ

グラーは 5月の占領地区執行部，占領地区委員会の決議に従って次のような動

議を提出した。 Iピーレフェルトに集まった人びとの確信に従えば，職業別グ

ノレープおよび部門に細分され同時に必要に応じて地域的に区分された自律的な

産業別組合が，最高の効率士約束する組織形態 EあるJ18) と。ベッグヲーやベ

ームは 1年前には集権的統一組合を最高の形態とみなしていたのに，今では産

業別組合を最も効果的であると宣言した。これに対L，7Jーノレは対抗動議を提

16) 元来，ゴットフルヒトはドイツ甲骨働組合員であり，大戦中は苛働組合のイギりス亡命グル
プを指導していた。だが，位は同時に TUCにも属しており， ドイツには戻らなかった。

17) シトリ ネは当時 TUC"，総書記であり， 1928年から45年まで国際世連議長， 1945・46年には

世界労連議長を歴怪しているの
18) Protokoll der Gewerkschaftskonferenz der britischen Zone vom 21.-23. August 1946 in 

8ie!eIe¥d (Bielefeld o. J.， S. 66) in : Hartmann， a. a. 0.， S. 74 



西ドイツ世働組合の成立 (21) 21 

出するが，彼の動議は採決されなかった。なぜならば，ベックラーの動議がす

でに賛成267票反対78票で可決されていたからである。

ここにイギリスの占領地区レヴェノレで決定がなされ，ニーダーザクセンはそ

れに従わねばならなかった。そして，この決議を踏まえた上で，人的資源局長

は10月に占領地区レヴェルにおける産業別組合の統合を認可したのである。

二ーダーザクセ γ の一般組合は，それでも当初労働組合同盟にできるだ吋強

い権限を与えようと試みる。だが，この抵抗も内部からくずれてゆくのである。

つまり，一般組合内の経済部門別グノレ プは占領地区レウ併ヱノレで統合が許され

たあと，産業別組合へ結集する動きを見せ，一般組合から離脱してゆくのであ

る'"。

占領地区レヴェノレにおける中央組織の設立は1947年 4月下旬に行われた20〉o

tのイギリ月占領地区 DGBの設立は第2田労働組合会談以来可能であったに

もかかわらず，予定より遅れていた。この理由は明らかにされていない古も一

般組合の解体がなかなか進まなかったのが原因の 1つではないかと恩われる。

すなわち1日47年 2月末のニーダ ザクセン委員会会議でも，そしてイギリス占

領地区 DGB結成大会においてさえ，経済部門別グループないし産業別組合の

代表者たちとならんで1 一般組合の代表者も出席していたのである。そして，

ニーターザクセ Yの一般組合が最終的に解体され，産業別組合に編入されるの

はようやく 1947年 7月 1日のことであった。

II 職員組合の分離独立過程

統一組合結成活動のなかで独自の動きを示したもののうち，特に重要なのは

職員層の動きである。

イギリス占領地区の職員運動はまずノ、ムフソレグで起った。ここでは当初 SPG

19) ちなみに，占領地区レヴェルで最初に結成された労働組合は拡山産業別組合(1.G. Bergbau) 

であ札 1946年12月に総会を聞いた。また，金属産業別組合(1.G. Meta1l)の結成は1947年 2

月下旬のζ とであった。
20) Hal'tmann， a. a. 0.， S. 77-79 
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が成立しており，職員は労働者とともに各産業別グループに区分されていた。

“ だが， SFG の解体後， ヴァイマル期の「一般自由職員組合J (Allgemeiner 

Freien Angestelltenbund， AfA-Bund)の流れをくむ人びとを中心に， ドイツ

職員組合 (DAG)が結成さわした。 DAGは自律的な職員組織として順調に発展

~，上部組織のハムフソレグ自由労働組合に加盟するとともに，管轄地域をシュ

レスヴィッヒニホノレシヱタインヘ拡大してゆく。

方，ノノレトフインでは産業別組合原則を採用した1945:i手12月に，土とし C

職員を包括する 4 つの組合が作られた。これに対~.ユーダ --lf クセ γでは職

員l土労働者といっしょに一般組合に組織されており，自立した組織は存在しな

古ミ勺ナ士。

すでに述べたように. 1946年 3月の第1回労働組合会談でも納織問題は解決

しなかったが， その 2カ月後に， DAG はイギリス占領地区全体の職員組織

を作るために占領地区レヴェルで職員の会合を主催した。席上， DAG が自

立的な職員組合の結成を擁護したのに対 L， ボ フムのシュミット (Walter

Scr.midt) らは職員を産業別組合のなかに組織するように主張した。この会合

の正式な参加者はハムプノレグの 131名と北ドイツ地域の 24名のみであり， ニー

ダーザグセン，ノノレトライン， ヴェストファーレン地域の37名は単なる来賓に

すぎなかった。にもかかわらず， DAG I土決議のさいに来賓を含めようとした

のみならず，この場で任命した作業委員会に占領地区レヴェノレで職員を組織化

する任務を刊与しようとしたのである。だが， DAG のこの企ては来賓たもの

激しい反発に会い，失敗してしまう 21l。

ベヅクラ をはじめ職員組合を認めない人びとにとって，乙のような被用者

全体からの職員の分離は被用者全体の統ーを妨害するものであり，彼らは労働

者と職員を同一組織に組織することによってはじめて被用者全体の利益を図る

ことができると考えた。これに対~. DAG ば次のように主張した。自律的な

職員組合を結成することこそが職員屑の同結を確かにし，経済面にお』うる従来

21) Ross， a. a. 0.， S. 288f; Klein， a. Q. 0.， S. 320f 
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の職員の特別な地位加を保持する唯一の道であり，職員を産業別組合に組み入

れることは単に職員の分裂をもたらすにすぎない。この意味で，職員の統ーが

何よりも重要であると2ヘこのような DAGの主張の背後には，職員が労働者

とは異なった職業身分に属するという意識が伏在していると言えないだろう

かw。そして，まさにこの意識こそ， DAG 以外の組合指導者たちにとって克

服すべぎものであった。

きて， DAGの宣伝活動がイギリス占領地区全体へ!ムがりを見せたために，

各産業別組合および一般組合と DAGとは至る所己競合・対立関係に入ってゆ

く。そして， 1946年 8月の第 2回労働組合会談で 1事業所 1労働組合の原則

が確認されたにもかかわらず， DAG ばこのピーレフェルト決議を拒否し，独

自の活動をさらに続けた。このため，占領地区事l行部はこの対立を調停するこ

とが必要となり，各産業別組合と DAGとからなる臨時委員会者設けたのであ

る。との臨時委員会で1946年12月に一種の「域内平和」が締結された。つまり

現状を互いに認め，産業別組合から DAGへの，または逆の組合員の移動は双

方が認めない限りなし得ないことになった船。だが， DAGはこのニーンブノレ

ク協定を守らず， ヴェストファーレンで活動を始めるとともに， 1947年 2月に

は再び統一的職員組合を要求した問。

このような情況のなかで職員問題を話しあうために 4占領地区の職員代表

の協議がフラ Y グフルトで 3月に行われた。この時の決議は次のように要約で

きる。 (1)1933年以前には政治潮流などの違いから引を下らない数の職員組合が

存在していたのに対し，今日の職員運動が組織的に強固になりイデオロギー的

統一体になったことは大きな進歩である o (2)労働組合同盟の枠内における自立

22) 岸田尚友民の 連の研究ノート(~日本苦働協会雑誌司 No. 199， 202， 203， 206， 211所収〉を見
よ。

23) Ross， a. a， 0.， S. 289f 
24) 職員層の歴史について峰， 1. Kocb， Die AngesteU附 lin der de叫 schen-Geschichte 1850ー

1980， Gottingen 1981を参照せよ。ここでは171ベージ以下。
Zう) GBZ， S. 520f; Ross a. a. 0.， S. 313f 
26) GBZ， S， 52lfただしそりさい， DAGはイギリス占領地区 DGB0)一員であることが確認さ

れている。
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的な職員組合の創造を勧告する。ただし，最終目標は全被用者の組織的合同で

ある。 (3)鉱山，化学，鉄鋼，ユキノレギー産業，行政，公益事業，公共企業体で

は全被用者を包括する統一組織を勧告する山。

このフヲソFフノレト協定は，一方で DAG を中心とする職員運動を肯定し，

f由々℃全被用者の統一組織を国指すという妥協の産物であった。職員組合は否

定されなかったものの，あらゆる部門の職員を組織することは不可能となった。

事実，この決議を作成した人びとはこれを，産業別組合へ職員を組込むための

過渡的な段階とみなしていた。これに対し， DAGの第 1議長デルは，鉱山，

化学，鉄鋼，エネルギー産業とし、う社会化すべき部門を例外として，他のすべ

ての部門の職員を包括する職員組合辛子要求す品。

イギリス占領地区 DGBは，このような DAGの行動を見過すことができな

かった。 1947年 8月末に同盟執行部と顧問会はニーンプノレグ協定に基づいて，

DAG と各産業別組合の双方に未組織の職員の獲得を許可し，他方でそれぞれ

の組合員の引き蚊きを原則として禁止した。この決定は1947年12月31日まで有

効とされ， この間に同盟執行部はフラングアノレト協定を踏まえて， DAGの管

轄を商業，銀行，保険に限定した。しかし，この決定はすべての職員の組織化

を目指す DAGにとって，とうてい認めることのできないものであった。また

1948年 3月 4日に，同盟執行部，各産業別組合議長， DAG議長は再び話しあ

ったが，ここでも DAGの管轄に関して意見は一致しなかった。こうして，イ

ギリス占領地区 DGBと DAGの対立は抜き差しならないものとなっていった

のである。

ついに1948午 3月初目の同盟執行部・顧問会会議で，ベックラ←は臨時同盟

大会でこの問題に決着をつけることを提案する。多数の論理で押し切ろうとす

27) こり協定は1947年5月目第4回占領地区目時会談で受け入れられた。なお， 1946年日月からU:l48
年8月まで9回にわたって行われた占領地区開会談は冷戦の高まりを示す 1つの実例である。こ
の占領地区間会談の失敗は，すなわち 4占領地区の労働組合統自失敗であった。これについて
はさしあたり A.Behre町lt，Die 1 nter zone時間rferenzender' deutschen Gewerkschaften， 
Berlin COst) 1960， を参照せよ。ここでは S.2711 また， フランクフルト協定については，
GBZ， S. 522f; Ross， a. a. 0.， S. 31M 
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るこの強硬策を DAGは当然拒否し，この結果イギロス占領地区 DGBからの
h 

DAGの脱退は避けられないものとなった。 1948年6月半ばにレクリングハウ

ゼ Y で行われた臨時間盟大会は同盟の提案を 153対2日で可決したが， もとより

DAGにはこれを受同入れる気などなかった，，，。そして， DAG はイギリ λ 占

領地区 DGBから1948年 7月に正式に脱退し，独自の組織として存続してゆく

ことになるのてある。

III アメリ力およびフランス占領地区

アメリヵ占領地区の労働組合結成活動も組織形態に関しては多様性を示して

いたが，アメリカ軍政府は組合結成の許可を容易には与えなかった。

ヘヅヒンでは，フランクフノレトで上部組織としての統一組合が当初から結成

されたのに対し，他の多〈の地区ではいくつかの相違点を含みつつも集権的統

一組合が志向されていた刷。 1946年 2月には集権的統一組合の代表者会談が行

われ， この組織形態の支持を確認している。他方，フランクフルト FDGB は

第 2表 アメリカ占領地区における労働組合員数〔単位千人〉

一-112青宵笥 IT釘1E有
ハイエルン

p、ッ也ン

ヴュールテムベルク=
や -

p、 ーー ヲT 二ノ

プレーメン

95 1 100 1 349 1 306 1 359 1 394 

40 1 103 1 213 I 263 I 300 I 320 

122 I 175 I 2551 260 1 291 1 307 

6 10 29 51 63 66 

アメリカ占領地区計 2631 3田 I 7岨 I 8叫 1，013 I 1，087 

出典)M. A. Kelly， The Reconstitution of the Gern:an Trade Union Movement， 

in: Political Science Quarterly. Bd. 64 (1949) P. 41 
'Weiβ"lIartmann， a. a. 0吋 sユ09によればj へヅセシの組合員数丸 '46年5月で
19万 9千ん 8月で2E万 3千ん 12月で30万 6千人(百のケタを四捨五入〉である。

28) GBZ， S. 525-527. 
29) ヘッセンに関しては， A. Weis-Hartmann， Der Freie Gewerkschaftsbund Hessen 1945-

1949， Marburg 1977， S. 87-110 に主に依拠している。 フラングフルト以外で上部組織とし
てD統一組合が志向された例としては，オッフェンバッハ， 7ルダ等がある。 vgl.A. Jacobi 

Bettien， Metollg町 erkschaftHessen 1945 bis 1948. Marburg 1982， S. 85-101 
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当初ζ そ交通・通信機関の欠如もあって， うま〈他地区へ影響を及ぼすことが

できなかったものの，アメリカ軍政府と世界労連の明確な支持を得て叩，徐々

に他地区へ働きかけを強めてゆく。

肝lレヴェノレの代表者会談が1946年3月に行われた。だが， ここでは州レヴヱ

ノレの統合を目指した方針を決議したにとどまり，組織形態に関しては合意しな

かった"，。また， 4月に選出された暫疋執行部も， フランクフノレト 6名，他地

区 6名で構成されており同勢力は桔抗し亡いた。

さて，ヘッヒンで上部組織としての統 組合の結成が決定されたのは 6月

の執行部会議であろうと推測されている回。イギリス占領地区のカーノレのよう

な強い抵抗はここでは見られなかった。理由の 1っと Lて，すでにこの時点で

はイギリス占領地区で産業別組合原則の優w:が決定的とな勺ており，アメリカ

占領地区内の抵抗も軍政府の態度を考慮すればむだなことがはっきりしていた

ことがあげられよう。

8月末に， ヘッセ y 自由労働組合同盟 (DerFreie Gewerkschaftsbund 

Hessen， FGB)が結成された叩。 FGBの規約はフランクフノレト FDGBの草案

を土台としており，それはフラ νクフノレトの主導的な役割を反映していた。そ

れでも， FGBは各組合に対して， かなり強力な地位を保持していた。たとえ

ば，各組合に拘束的な決議をしうる同盟顧問会の存在，組合費の15%を連帯基

金として中央金庫に納入することなどである。このように同盟が比軽的強い組

織となった背景にはフランクフノレトとそれ以外の地区の組合との一種の妥協が

あったと考えられるが，いずれにせよ，この権限も除々に切り縮められてゆく

のであるM 。

30) Weis-Hartmann， a. a. 0.， S. 88 

31) Ebenda， S. 89f これに対し， Ross，αα 口， S. 320 はここで産業別岨合設立へ向けて野力
することが決議されたと主張している

32) Ebenda， S. 92， 354 Anm. 320 
33) 151号の FGB執行部全員が社会民主主義者であって，キりスト教系ゃ共産党系の人物が 1名も

いなかった点は注目すべきである。
34) Ebenda， S. 159 
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ところで，この結成大会で最も激しい論争となったのは同盟の名称をめぐる

ものであった。 FDGBか FGBかの争いは， ソ連占領地区ですでに結成され

ていた FDGB に近い立場をとるのか否かという問題を象徴的に示していたと

言えよう o そして，結局163対80で FGBが採用きれる問。

職員層について言えば， FGHは15の産業J.iIJ組合から構成されており，職員

はそのなかに包括されていた。そして，ヘッセンでは職員組合結成の動ささえ

見られなかった'"。

次に， アメリカ占領地区部分のゲュノレテムベノレクとノノレトパーデン， t去のヴ

ーノレテムベノレグ パーデン州の動きを見てみよう m

シュトットガノレトを中心に活動していたヴ 1 ノレテムベノレク労働組合同盟

(WuGB) は11月 9日に真の同盟組織として，軍政府の認可を得る。だが，軍

政府は12月18日に組合結成活動が「上から」なされていることを理由に，その

認可を撤回し，ただ暫定的機関としてその存続を許した88)0 1946年 1月上旬に

WuGB は軍政府の考えに沿った形で地区レヴェノレからの設立活動をはじめね

ばならなかった。そして 5月半ばまでにノルトヴュノレテムベノレクの産業刷組

合は公式の認可を受け，その組合員数は14万人に達していた問。

ノノレトハーデンの中心は，<，/ハイム，ハイデノレベルク， カーノレスルーェで

あり，これらの地区では集権的統一組合が結成されていた。これらの組織はノ

ルトパーデンレヴェルの統合を認められず，軍政府と世界労連の圧力を受けつ

3.5) イギリス占領地匹 DGBの結成にきいしても FDGBか DGBかの論争があった vgl.U 
Borsdorf， Hans Bockler-Repr臼entantsines Jahrhunderts gewerkschaftlicher Po1itik， in 
H. O. Vetter (Hrsg.)， Vom Sozialτstenge羽etzzur Mitbestimmung， Koln 1975， S. 52 

36) Ross， a. a. 0.， S. 321 
37) パーデンとグヰノレテムベルクがアメリノ1占領地区とフヲンス占領地区に分行られたのは1945年

7月のことであり，アメリカ占領地区となった両州の北部が合同してゲュノレテムベルク=パーデ
ン川となるりは9月末りことである。 vgl.Kolb， a. a. 0.， S. 1413 Anm. 69 ヴ斗ルテムベノレク
=パーデン州の組合活動については， C. Seifert， Ent.ltehung und Entwicklung des Gewerks. 
chaftsbundes Wurttemberg-Baden bis zuγGrundung des DGB 1945 bis 1949， Marburg 

1980 
38) Edenda， S. 15lI， 443f Anm. 344; Ko!b， a. a. 0..， S. 61;恥4:ielke，a. a. 0.， S. 201 

39) Seifert， a. a. 0.， S. 152ー156
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つも， 1946年春の時点、で11万人の組合員を擁していた。

さて， ヴュノレテムベノレクニパーデγレヴェノレの統合の動きが表面化するのは

1946年 2月のノノレトハーデンの諸組合と WuGBとの会談においてである。こ

こで，産業別組合を基本とした統合が決議された。その後もノノレトパーデンの

代表者たちは財政権を同盟に与えようと試みているがこれも失敗に終る。結局，

ノル Iパーアγ では集権的統 組合が解体されたあと，地区レヴェノレで産業別

組合を形成し，それぞれが川レゲェノレで統合していったのてある。そし-C，ヴ

ュノレテムベノレグ±ハーデY労働組合周盟古'1946年 8月29日から 9月 1日にか円

て結成大会を行った。同盟規約に上れば，財政権，組合員加入資格は産業別組

合に属し，職員組合も認められていた。

パイエルンでも 1946年 6月に第 1回ノミイエノレン労働組合大会が行われた。こ

の大会には地区レヴェルの産業別，職業別組合しか参加を許されていなか勺だ

ので，多くの地区レヴェルの統ニ→組合は名目上産業別組合の連合体という形を

とって ζれに参加していた。大会において規約臨時委員会は13の産業別組合を

結成することを勧告し，承認された。 1947年 3月に成立したハイエノレン労働組

合同盟は，かなり集権的な特徴をもっていたとはいえ，自立的な産業別組合の

上部組織だったと言われている山。

職員について言えば， ζ こではバイエノレン職員組合という組織が存在してい

たがp 管轄は銀行，保険，卸小売業に限定されており，対象も職員のみならず

労働者も含んでいた。したがって，その名称にもかかわらず，その実体は産業

別組合であった。だが，ここでもイギリス占領地区の DAGと同様に職員組合

の指導者たちはこの決定に不服を申し立て，あらゆる業種の職員を組織できる

ように要求しており，占領地区を越えた具体的な統合が認められるとともに，

DAGとの合同を志向してゆ〈のである叫。 このようにアメリカ占領地区にお

ける組合結成活動は展開していったが，占領地区レヴェノレの統合はついに起こ

40) Kolb， a. a. 0" S. 73"; Ross， a. a. 0.， S. 334 
41) Ross， a. a. 0.， S 334f 
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らなかった42l。

最後にフラ Y ス占領地区でのiiIJきであるが，詳しく扱う余裕がないので安約

しておこう4e，。この地域の活動は， (1)元来，組合運動の盛んな所 Cはないこと，

(2)フランス軍政府が組合運動を非常に規制した乙とから占領地区のなかで，最

も低調であった。

ンュ トヴュノレテムベノレク=ホーエンツぇレノレンでl土地区v ウ。ェノレ巳おいて，

職業~Ij，産業別組合と並んで集権的統一組合も存在していた。また1945年末ご

ろまでは WuGBと合同するのは日間のことだと恩われていた。だが，フラン

ス軍政府は地区レヴェノレを越えた統合も集権的な統一組合も認めようとは Lな

かった。ここの労働組合同盟はようやく 1947年 2月に結成されたが，軍政府は

地区レヴェルの職業別，産業別組合を単位とすることを強要L，財政権もこれ

らの組合に持たせたので，同盟の権限はきわめて限定されたものにとどまって

し、tこ。

ジュートハーデYでも事情は同じだった。パーデン労働組合同盟は1947年 3

月に結成されたが，フラ γス軍政府の指図により規約のなかに地区の職業別，

産業別組合が自由に地区委員会に加入し，かっ脱退できることを定めねばなら

なかった。

ラインラ γ ト=プファノレツでも組織形態をめぐる論争はあまりなされなかっ

たようだ。コブレンツ十ノイシュタヅトでは1946年 7月の時点で上部組織とし

亡の統一組合が形成されていたが，軍政府の介入によって1946年末に解体され

ている C ライ Y ラント=プファノレツ一般組合は1947年 5月に結成された。この

42) Weis.Hartmann， a. a. 0.， S. 161 によれば，アメリカ軍政府はこの時点ではイギリス占領地
区 DGB~圧倒的な強大さに対抗させるために，占領地区レヴェルで統合を認める用意があ勺た

が，すでに全ドイツレヴェルの統合へ向けた努力がなされており，組合指導部は占領地区レヴェ
ノレ白結合が強まっ C従来の州および圭ドイツレェヴルの結合が弱まるのを恐れて，これに応じな

かった。
43) ザ ルラントは，フランスに併合されていたのでここでは扱わない。なお，ジュートグュノレテ

ムベルク=ホーエンアォレノレンとジュートパーデンの 2州は， 1951年にゲュルテムペルク=バー
デンと合同して.ノく←デγ =グニ.;レテムベルク州となる。フランス占領地区における組合活動に
ついては， Kolb. a. a. 0.: S. 76-95; Ross， a. a. 0.， S. 340-352 に主に依拠した。
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労働組合も上部組織であったが，ただ地区委員会を通じてある程度の権限を有

Lていたo

写
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連合軍による占領直後， ドイツの各地域で孤立Lながらも復活していった労

働組合はp 占領地区が確定したのちイギりス占領地区では占領地区レヴェルで，

アメりカ，フランス占領地灰においては州レヴェルで統合Lていったu

イギリ月占領地区では当初いたるところで集権的統一組合の設立がもくろま

わした。だが，ハムブルクでは組合内の力関係の変化と占領軍の圧力の結果，職

員組合を含むゆるやかむ産業別組合原則に基づく労働組合同盟が早レ時点で成

立し，ノノレトラインとヴェストファーレンでも軍政府の強い庄力の下に上部組

織としての統一組合が強要された。他方，ユーダーザクセンでは集権的統一組

合の設立が許されかなり大きな組織に成長していったが，占領地区レヴェノレの

統合にさいして，この組織形態は断念されねばならなかった。

これに対し，アメリカ占領地区では集権的統一組合が産業別組合と並んで成

立していたが， ここでも軍政府の圧力もあって州レヴェノレでは後者の組織形態

が貫徹する ιととなった叫。また，フランス占領地区では組合結成活動は最も

抑庄されており，組合運動側の非力さもあって，かなり遅れて分権的な上部組

織が成立した。

総じて言えば，集権的統 組合への願望はイギリス占領地区で最も強<，ア

メリカ，フラ γス占領地医ではそわほど強〈なかった。他方，各軍政府は一貫

して集権的統一組合を排斥しようとし，この点ではフラ Yスが最も徹底してい

た。また，イギリ λ 占領地区の指導的役割を考慮するならば，西ドイツ労働組

合運動は当初集権的統一組合志向が優勢であったと言えよう。そして，占領政

策によってこの優位が失われ，産業別組合原則に従った上部組織としての労働

44) Mielke， a. a. 0.. S. 191.が指摘するように，弾働組合運動内o産業E組合支持勢力を過少評
価してはならないだろう。
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組合同盟が成立したのである。

労働組合運動の統ーを H標Eしていたという点では後に分離してゆく職員組

合も例外ではなかった。当初から職員層の一部は確かに独自の組織を持とうと

していたが，それは労働組合同盟の 員であることを前提としていた。職員組

合は産業別組合との管轄をめぐる確執が起こり，職員のみの組織が認められな

〈なった時点で，労働組合同盟から離れてゆくのである則。ここでは軍政府の

政策は重要ではない。れ Lろ，労働者とは区別さわした存在でありつづけようと

した職員層の自己意識こそが決定的要因であった。

(1982年8月2日稿)

45) DAGはイギリス占領地区 DGBから脱退するさい，アメリカ占領地区とフランλ占領地区に
存在していた職員組合の支持をうけJ 1949年4月にはアメリカ占領地区の職員組合と合同する.
なお， 1949年 7月にハイデルベルクで行われた会議で，西 KイツレグェルifO~日B から DAGを

排除することが最終的に決議された。 GBZ，S. 528f; Ross， a. a目 0.，S. 368 


